
委 託 業 務 処 理 要 領

この要領は、委託契約書第１条第１項の規定に基づき、インジェクター装置保守点検業務の処理に関し、必要な事項を定める

ものとする。

第１ 保守点検対象装置等

品名 規格等 定期点検時等の交換部品 備考

MR用造影剤注 ソニックショット７ Syringe Sensor基板

入装置 株式会社 シリンジセンサー

根本杏林堂 キーシート（A・B・C）

ヒューズ ８A 250V即断型

点検実施済ラベル

LMT RLY-LMT ASSY／B ASSY・FFC（P1.25／9芯／170㎜）

B BTN-Standby Start BTN FFC

FFC1（P0.5 ／12芯／40㎜）

Standby Start BTN-A BTN FFC

FFC2（P0.5／8芯／55㎜）

A BTN-Stop BTN FFC

FFC3（P0.5／8芯／25㎜）

グリップシート

小径プランジャ用フックASSY

第２ 保守点検の方法

１ 定期点検は、１０月の年１回とし、別紙点検リスト表に定める項目について点検を行うものとする。

２ 定期点検時等において、第１の表に掲げる部品の交換を行うものとし、その費用は受託者が負担する。

３ 保守点検等は、委託者の勤務時間内に行うこと。ただし、インジェクター装置に異状があるときは、契約書第８条に規定す

る点検・修繕を行うこと。

第３ 業務処理上の留意事項

業務の処理に当たっては、業務担当員と十分打ち合わせを行い、事故の防止に努めるものとする。

第４ 費用の負担区分

契約書第９条第１項に規定する消耗部品は、全て受託者の負担とする。

第５ 使用材料

保守に関する材料、器具等は一切受託者の負担とし、あらかじめ委託者の検査を受けるものとする。

第６ その他

委託業務を処理するに当たって不明な点がある場合は、その都度、業務担当員の指示に従うこと。
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